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自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 

 

当社は、平成24年11月13日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第163条の規定により読み替え

て適用される同法第156条の規定に基づき、子会社の有する自己株式取得に係る事項について決議しましたので、  

お知らせいたします。 

 

記 

 

１．自己株式の取得を行う理由 

会社法第135条第3項の規定により、下記の子会社が所有する当社普通株式を取得するものです。 

  

２．取得に係る事項の内容 

 

(1) 取得対象株式の種類

(2) 取得し得る株式の総数

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合0.47％）

(3) 株式の取得価額の総額

(4) 異動が生じる日

(5) 取得方法

(6) 株式を保有する子会社の概要 羽田コンクリート工業株式会社 （当社100%子会社）

代表取締役 ： 仙波  昌

所 在 地 ： 東京都中野区本町4-30-12

資 本 金 ： 100百万円

相対取引

普通株式

200,000株

9,717,563円

平成24年11月30日

 

 

（ご参考）平成24年10月31日時点の自己株式の保有 

発行済株式総数（自己株式を除く）           42,866,041株 

自己株式数                                  3,318,461株 

 

以 上 

会社名 ゼニス羽田株式会社 

代表者名 代表取締役社長 塩見 昌紀 

      (コード5289) 東証第2部 

問合せ先 取締役 石井 清 

ＴＥＬ 03（6863）3270 


